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証券コード 6485
平成26年６月６日

株 主 各 位
東京都目黒区鷹番二丁目13番５号

代表取締役社長 山 本 晴 紀
第58期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第58期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年６月25日（水曜日）
午後５時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成26年６月26日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区渋谷四丁目４番25号

アイビーホール青学会館 ３階 ナルド
（末尾の｢株主総会会場ご案内図｣をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第58期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第58期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続

の件
以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、本招集ご通知
をご持参くださいますようお願い申しあげます。

◎当日の受付開始は、午前９時を予定しております。
◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生

じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス
http://www.qso.co.jp/）に掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）
事　 業　 報　 告

（自　平成25年 4 月 1 日
至　平成26年 3 月31日）

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果
当連結会計年度におけるわが国の経済は、円安を契機として企業収益が

改善するなど景気は緩やかに回復してまいりましたが、新興国の経済減速
から輸出が伸び悩むなど、先行きには不透明感が増してまいりました。

当社グループの属する給水装置業界におきましては、東日本大震災から
の復興や消費税増税を見越した駆け込み需要により新設住宅着工戸数は前
期比プラスとなりましたが、円安の影響により、主要原材料である銅の価
格は高値で推移しました。

このような環境下、当社グループは、水道事業体の耐震化に向けた取組
みにあわせ、施工性と耐震性を確保した製品の販売を強化するとともに、
暖房部材を始めとする地上製品の販路拡大に努めてまいりました。

これらの結果、売上高につきましては、前期比8.6％増の253億63百万円
となりました。経常利益につきましては、主要原材料価格の高止まりによ
る影響から、前期比1.5％増の20億94百万円となりました。

②　設備投資の状況
当連結会計年度の当社グループの設備投資額は、７億90百万円であり、

その主なものは事業所用土地５億14百万円、生産用金型１億56百万円、生
産用設備１億８百万円であります。

なお、当連結会計年度の所要資金は、すべて自己資金で賄いました。

－ 2 －

当事業年度の事業の状況



2014/05/28 14:22:14 / 13981175_前澤給装工業株式会社_招集通知（Ｆ）

⑵　直前３事業年度の財産および損益の状況

区 分 第 55 期
平成23年３月期

第 56 期
平成24年３月期

第 57 期
平成25年３月期

第 58 期
(当連結会計年度)
平成26年３月期

売 上 高(百万円) 22,301 22,958 23,345 25,363

当 期 純 利 益(百万円) 947 1,067 1,203 1,291

１株当たり当期純利益(円) 78.77 88.74 99.99 107.29

総 資 産(百万円) 35,193 35,554 36,843 37,224

純 資 産(百万円) 26,849 27,520 28,473 29,761

1株当たり純資産額(円) 2,231.13 2,286.87 2,366.11 2,473.08

⑶　重要な親会社および子会社の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ＱＳＯインダストリアル
株 式 会 社 11百万円 100.0％ 給水給湯設備の販売・施工

前 澤 給 装（南 昌）有 限 公 司 102百万人民元 100.0％ 水 道 用 給 水 装 置 製 造 販 売

　上記の「重要な子会社」には、非連結子会社（１社）の記載を省略しております。

－ 3 －

直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況
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⑷　対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、資源・エネルギー価格の上昇、人口の減少

など、水道事業を取り巻く環境は厳しい状況が続くものと予想しております。
このような環境下、当社グループの対処すべき課題は以下のとおりでありま
す。
　①　お客様のニーズにお応えする新製品の開発に経営資源を投入するとと

もに、適正な販売価格で、お客様に製品をご提供してまいります。
②　原材料価格の変動による販売価格への影響を最小限に抑えるため、生

産技術の向上に努め、収益基盤の安定化を図ります。
③　水道メータ事業は、価格競争の激化に対応するため、製造工程の見直

しによる原価削減を進めてまいります。
④　会社をとりまく各種のリスクに備えるため、リスク管理体制を構築し、

当社グループ全体の経営効率化を図ります。
⑤　コンプライアンス経営を一層進め、内部統制システムの定着化などに

より、企業価値の向上に努めてまいります。
⑥　ライフラインの一翼を担う企業として、東日本大震災からの復興に当

社グループを挙げて貢献してまいります。

⑸　主要な事業内容（平成26年３月31日現在）
　当社グループは水道用給水装置器具関連製品の専門メーカーとして、給水
バルブおよび継手類等の製造、販売を行っております。

－ 4 －

対処すべき課題、主要な事業内容
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⑹　主要な営業所および工場（平成26年３月31日現在）
前澤給装工業株式会社

本社 東京都目黒区
営業所等 北海道 (北海道札幌市) 新潟 (新潟県新潟市)

釧路 (北海道釧路市) 北陸 (石川県金沢市)
青森 (青森県青森市) 名古屋 (愛知県名古屋市)
秋田 (秋田県秋田市) 京都 (京都府京都市)
仙台 (宮城県仙台市) 大阪 (大阪府大阪市)
福島 (福島県郡山市) 岡山 (岡山県岡山市)
茨城 (茨城県土浦市) 広島 (広島県広島市)
栃木 (栃木県宇都宮市) 四国 (愛媛県松山市)
群馬 (群馬県前橋市) 九州 (福岡県福岡市)
埼玉 (埼玉県さいたま市) 熊本 (熊本県熊本市)
千葉 (千葉県千葉市) 鹿児島 (鹿児島県鹿児島市)
東京 (東京都目黒区) メータ事業部 (東京都目黒区)
東京西 (東京都羽村市) 暖房事業部 (東京都目黒区)
横浜 (神奈川県横浜市) 特販ブロック (東京都目黒区)
静岡 (静岡県静岡市)

工場等 福島工場
メータ事業部埼玉事業所

(福島県本宮市)
(埼玉県幸手市)

物流 東京物流センター (東京都大田区)
福島物流センター (福島県本宮市)
大阪物流センター (大阪府大阪市)
九州物流センター (福岡県糟屋郡)

ＱＳＯインダストリアル株式会社（連結子会社）
本社　　　神奈川県横浜市

前澤給装（南昌）有限公司（連結子会社）
本社　　　中国江西省南昌市

－ 5 －

主要な営業所および工場
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⑺　使用人の状況（平成26年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

537名 8名増加

（注）１．使用人数は就業員数であり、嘱託、パートタイマーは含まれておりません。
２．使用人数には、当社への出向者６名を含んでおります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

396名 4名減少 39.2歳 14.7年

（注）１．使用人数は就業員数であり、嘱託、パートタイマーは含まれておりません。
２．使用人数には、当社への出向者６名を含んでおります。

⑻　主要な借入先（平成26年３月31日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 6 －

使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（平成26年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 47,000,000株
②　発行済株式の総数 12,500,000株(自己株式465,961株を含む)
③　株主数
④　大株主（上位11名）

8,691名

株 主 名 持 株 数 　 （ 千 株 ） 持 株 比 率 　 （ ％ ）

前 澤 工 業 株 式 会 社 624 5.18

前 澤 化 成 工 業 株 式 会 社 624 5.18

前 澤 給 装 工 業 従 業 員 持 株 会 563 4.67

株 式 会 社 り そ な 銀 行 500 4.15

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 500 4.15
ザ バンク オブ ニユーヨーク ノントリ
ーテイー ジヤスデツク アカウント 446 3.70

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 366 3.04

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 288 2.39
U B S  A G  L O N D O N  A / C  I P B
SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 251 2.08

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 250 2.07

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 250 2.07

（注）１．当社は自己株式465,961株を保有しておりますが、上記大株主（上位11名）から除い
ております。

２．持株比率は自己株式（465,961株）を控除して計算しております。

－ 7 －

株式の状況
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⑵　会社役員の状況
①　取締役および監査役の状況（平成26年３月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 佐 　 藤 　 秀 　 敏

経営管理本部長兼事業開発本部長
兼経営管理部長
ＱＳＯインダストリアル株式会社
取締役
前澤給装（南昌）有限公司董事

代 表 取 締 役 社 長 山 　 本 　 晴 　 紀
生産本部長
ＱＳＯサービス株式会社取締役
前澤給装（南昌）有限公司董事長

取 締 役 堀 　 　 　 俊 　 也
執行役員営業本部長兼東北・北海道
統括部長兼近畿統括部長兼九州統
括部長兼特販統括部長

取 締 役 村 　 田 　 秀 　 明 執行役員生産本部福島工場長兼製
造部長兼開発部長

取 締 役 谷 　 合 　 祐 　 一 執行役員営業本部関東・中部統括部
長兼中四国統括部長

常 勤 監 査 役 兼 　 　 　 茂 　 雄 ＱＳＯインダストリアル株式会社
監査役

監 査 役 幣 　 原 　 　 　 廣
銀座東法律事務所　弁護士
タマホーム株式会社社外監査役
中外鉱業株式会社社外監査役

監 査 役 宮 　 田 　 　 　 泰 宮田税理士事務所　税理士

監 査 役 藤 　 田 　 　 　 博 株式会社ＣＢＮ代表取締役

（注）１．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制
度を導入しており、取締役兼務者を除く各執行役員は次のとおりであります。

執行役員　　園部兼久　経営管理本部海外事業部付 前澤給装(南昌)有限公司出向
執行役員　　黒谷　潤　生産本部福島工場生産計画部長
執行役員　　前田　近　経営管理本部経理部長
執行役員　　阿部正広　営業本部東北ブロック長
執行役員　　杉本博司　営業本部中四国ブロック長

２．監査役幣原　廣氏、監査役宮田　泰氏および監査役藤田　博氏は、社外監査役であり
ます。

３．当社は、監査役幣原　廣氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。

４．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
　（1）平成25年12月20日をもって、代表取締役社長尾崎武壽氏は、辞任により退任い

たしました。なお、同氏は退任時において、前澤給装（南昌）有限公司の董事長
でありました。

－ 8 －

会社役員の状況
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　（2）平成25年12月20日付で佐藤秀敏氏は、専務取締役から代表取締役会長に就任い
たしました。

　（3）平成25年12月20日付で山本晴紀氏は、常務取締役から代表取締役社長に就任い
たしました。

　（4）平成26年2月6日付で村田秀明氏は、取締役執行役員生産本部福島工場長兼生産
技術部長から取締役執行役員生産本部福島工場長兼製造部長兼開発部長に就任い
たしました。

５．監査役宮田　泰氏は税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度
の知見を有しております。また、監査役藤田　博氏は金融機関における長年の経験が
あり財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

②　取締役および監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 (名 ) 支 給 額 (百 万 円 )

取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

6
(0)

189
(－)

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

4
(3)

26
(12)

合 計
（ う  ち  社  外  役  員 ）

10
(3)

215
(12)

（注）１．上記には、平成25年12月20日をもって退任した取締役１名を含んでおります。
２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、平成19年６月27日開催の第51期定時株主総会において年額

285百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
４．取締役の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

当事業年度における役員賞与引当金の繰入額
取締役：５名　42百万円

５．監査役の報酬限度額は、平成19年６月27日開催の第51期定時株主総会において年額
40百万円以内と決議いただいております。

６．当事業年度末現在の取締役は５名、監査役は４名（うち社外監査役は３名）でありま
す。

７．当社は、平成19年5月14日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を同年6月
27日開催の第51期定時株主総会終結の時をもって廃止する旨を決議いたしました。こ
れに伴い、当社は、同定時株主総会終結時に在任する取締役に対し、役員退職慰労金制
度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを同定
時株主総会において決議いたしております。これに基づき、上記報酬の他、当事業年度
中に退任した取締役1名に対し27百万円の役員退職慰労金を支給しております。

－ 9 －

会社役員の状況
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③　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当

該他の法人等との関係
監査役藤田　博氏は、株式会社ＣＢＮの代表取締役であります。当社

と兼職先との間に特別な関係はありません。
ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況および当社と当該

他の法人等との関係
監査役幣原　廣氏は、タマホーム株式会社および中外鉱業株式会社の

社外監査役であります。当社と兼職先との間に特別な関係はありません。
　　ハ．当事業年度における主な活動状況

氏 名 主 な 活 動 状 況

監査役 幣　原　　　廣
当事業年度に開催された取締役会10回全てに、監査役会11
回全てに出席し、弁護士としての専門的見地から適宜必要な
発言を行っております。

監査役 宮　田　　　泰
当事業年度に開催された取締役会10回全てに、監査役会11
回全てに出席し、税理士としての専門的見地から適宜必要な
発言を行っております。

監査役 藤　田　　　博
当事業年度に開催された取締役会10回全てに、監査役会11
回全てに出席し、金融および企業経営の専門的見地から適宜
必要な発言を行っております。

ニ．責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外監査役とは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としてお
ります。
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⑶　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 41百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額 41百万円

（注）１．当社の重要な子会社のうち、前澤給装(南昌)有限公司は、当社の会計監査人以外の公
認会計士または監査法人の監査を受けております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会社法第340条第１項に定める監査役会による会計監査人の解

任のほか、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と
認められる場合には、監査役会の同意または請求により、会計監査人の解
任または不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。
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⑷　業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
以下のとおりであります。

①　取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
イ．　コンプライアンス経営の更なる強化を図るため、コンプライアンス

管理規程、行動規範に従い、役員および従業員等がコンプライアンス
プログラムを実践する。

ロ．　コンプライアンスプログラムを推進する組織として、コンプライア
ンス推進委員会を設置し、部署ごとに任命されたコンプライアンス推
進委員により社内教育を実施する。また、コンプライアンス違反等に
関する通報の仕組みとして内部通報制度(ホットライン)を設置、運用
する。

ハ．　コンプライアンスプログラムにおいて、反社会的勢力排除に向けた
取り組みとして、コンプライアンス行動規範に、「反社会的勢力およ
び団体とは一切の関係を遮断する。トラブル等が発生した場合は企
業をあげて立ち向かう。」と記す。
　また、反社会的勢力排除のため、社内専門部署および責任者を定
め、所轄警察署および顧問弁護士等の外部専門機関と連携を取り、情
報の共有化を図る。更に、反社会的勢力排除に向けた連絡協議会への
参加、全社員へのコンプライアンス行動規範の配布、社内教育の実践
等により、反社会的勢力を排除する体制を整備する。

ニ．　コンプライアンスを統括・管理する部署は、コンプライアンス推進
の体制を整備するとともに、コンプライアンスの実施状況について必
要に応じ取締役会に報告する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．　文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電

子文書（以下「文書等」という）に記録、保存し管理する。
ロ．　取締役および監査役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できる。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．　情報セキュリティ管理規程において役員および従業員等の情報セ

キュリティに関する行動規範を定め、当社が保有する全ての情報資産
について、ITを利用する場合を含め、高いセキュリティレベルを確
保する。

ロ．　リスクマネジメント基本規程に従い、平時において重要なリスクの
抽出、リスク軽減策の策定および実施等を行う。

ハ．　危機管理マニュアルを整備し、有事においては災害等重大かつ緊急
な事態が発生したときは、これに従い全社で対応し、事業の継続を確
保するものとする。

ニ．　リスクを統括・管理する部署は、全社的なリスクを統合的に管理
し、リスク管理体制の整備・強化を図る。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．　取締役会は、役員および従業員等が共有する全社的な目標（経営方

針）を定め、各本部長および各部署長はその目標達成のために各本部
目標（本部方針）および各部署目標（部署方針）を定める。

ロ．　内部牽制機能を確立するため、各本部の機能および分担を明確にし
適正かつ効率的に職務が行われる体制とする。

⑤　当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する
ための体制
イ．　当社関係会社においては、当社（または当社監査役）からの求めに

応じ、内部監査室監査（または監査役監査）を受入れ、その報告を行
う。

ロ．　関係会社管理を統括する部署は、当社関係会社の状況に応じて必要
な管理を行う。また当社の指針や方針等の周知徹底を図る。

ハ．　一般に公正妥当と認められた企業会計基準に従い経営実態に即し
た会計処理を行うための体制を整備し運用を図り、その有効性を評価
することにより業務プロセスの適正を確保し、もって財務報告に係る
信頼性を確保する。
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⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関
する事項
イ．　現在、監査役の職務を補助する使用人は任命していないが、監査役

が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人（以下「補助使用
人」という）を置くものとする。

ロ．　補助使用人の人事異動、人事評価等については、監査役の事前同意
を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役へ
の報告に関する体制
イ．　取締役および従業員等は、職務執行に関する不正行為、法令・定款

に違反する事実を発見したとき、会社に損害を与える事態が発生また
は発生することが予想されるときは、所管本部を通じてリスクを統
括・管理する部署に報告し、重要な事項については所管本部長もしく
は当該部署の責任者が監査役に報告する体制とする。

ロ．　監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役および従業員等に
対して報告を求めることができる。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．　取締役および従業員等の監査役監査に対する理解を深め、監査役監

査の環境を整備するよう努める。
ロ．　定期的に、取締役は監査役との意見交換等を行い、適切な意思疎通

を図り、効果的な監査業務が遂行できる体制を確保する。

⑸　会社の支配に関する基本方針
①　会社の支配に関する基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財
務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業
価値、会社の利益ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向
上していくことを可能とする者である必要があると考えています。そして、
当社株式の大量買付行為が行われる場合において、その買付に応じるか否
かのご判断については、最終的には株主の皆様に委ねられるべきものと考
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えております。また、経営支配権の異動に伴う企業価値向上の可能性につ
いても、これを一概に否定するものではありません。

しかし、大量買付行為のなかには、真に会社経営に参画する意思が無い
にもかかわらず、専ら当該会社の株価を上昇させて当該株式等を高値で会
社関係者等に引き取らせる目的で行う買付など、企業価値、会社の利益ひ
いては株主共同の利益を著しく損なうことが明白な、いわゆる「濫用的買
収」が存在する可能性があることは否定できません。

当社の企業価値、会社の利益ひいては株主共同の利益は、
イ．個々の従業員（特に熟練工）の経験・ノウハウに基づく高度な技術力
ロ．充実した品質管理・安全管理体制に基づく製品および製造工程の品質

の確保
ハ．全国のお客様との地域に密着した営業力と信頼関係に基づくブランド

力
ニ．お客様の利便性・安全性を向上させるための製品開発力
ホ．役員・従業員が一体となった経営体制
ならびに仕入・販売のお取引先など、すべてのステークホルダーのご理解
やご協力の上で形付けられるものであります。このような当社の企業価値
を構成するさまざまな要素への理解なくして、当社の企業価値、会社の利
益ひいては株主共同の利益が維持・向上されることは困難であると考えて
おります。

②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みの内容の概要
平成３年６月に厚生省（現厚生労働省）から『21世紀に向けた水道整備

の長期目標(ふれっしゅ水道計画）』が示され、水道行政は普及から水質や
サービスの向上へと大きく変化しました。当社は『ふれっしゅ水道計画』
への対応、鋳造製品の生産リードタイムの大幅な短縮を目指し、平成６年
６月福島工場を完成させ、直結給水実験棟での研究・実験による新製品開
発を行うとともに、最先端の鋳造生産設備、完成品の自動管理システムの
導入など生産性の向上に努めてまいりました。更に、生産面では、平成15
年９月には中国の江西省南昌市に海外生産拠点を稼動させるとともに、平
成16年には埼玉工場と福島工場の統合・再配分を実施し国内の生産体制の
一元化と同時に物流体制の大幅な見直しを行い、生産性の向上に努め企業
価値の向上を図ってまいりました。製品面では、従来の埋設品に加え、平
成５年に給水・給湯用さや管ヘッダーシステム“ＱＵＭＥＸ”を発表し、屋
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内配管設備分野への進出を果たしました。また、平成14年に“ＱＵＭＥＸ”
製品の延長として開発された床暖房温水マットは、大手ガス会社に採用さ
れるなど次第に需要が増加してきております。また、給水装置分野の市場
拡大を目指し、水道メータの生産・販売を開始しております。
イ．中長期的な企業価値向上のための取組み

最近の水道業界・給水装置業界を取り巻く状況は、平成の大合併によ
る広域水道事業体の誕生、公共工事予算の削減に伴う水道事業体の事業
削減、材質面でも銅合金製に加えステンレス製製品・樹脂製製品の進展
等を底流として、平成19年６月の建築基準法改正の影響による新設住宅
着工数の急激な落ち込み、新興国経済の発展による当社主原料である銅
価格の高騰、平成20年９月のリーマン・ブラザーズ証券の破綻をきっか
けとした金融危機から派生した世界経済・日本経済の悪化による新設住
宅着工戸数の低迷等、激しく変化しております。

当社は中期経営計画の公表は行っておりませんが、
・効率的な生産体制の構築
・物流効率化による配送コストの削減
・成長分野への営業強化と開発投資
を中心に中長期の施策を実施してきており、今後も「売上高経常利益率
10％以上」を目標として、その確実な実現に向け取組んでまいります。

ロ．不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み

平成21年６月25日開催の第53期定時株主総会において、不適切な支
配の防止のため、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）
（以下、「本プラン」といいます。）の導入を株主の皆様にご承認いた
だきました。平成22年６月28日開催の第54期定時株主総会さらに平成
23年６月28日開催の第55期定時株主総会において本プランの継続につ
きましても株主の皆様のご承認をいただいております。

本方針では、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続
に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為が
なされる場合や、かかる手続に従った場合であっても、当該大量買付行
為が当社の企業価値、企業の利益ひいては株主共同の利益を害するもの
であると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗処置と
して、原則として新株予約権の無償割当ての方法（会社法第277条以下
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に規定されています。）により、当社取締役会が定める一定の日におけ
る株主に対して新株予約権を無償で割り当てるものです。

ハ．本プランの合理性
⒜　買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していると考えられ

ること
本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表し

た「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策
に関する指針」の定める三原則（「企業価値・株主共同の利益の確保・
向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当性の
原則」）を完全に充足しており、また株式会社東京証券取引所の定め
る買収防衛策の導入に係わる諸規則の趣旨に合致したものです。なお、
本プランは平成20年６月30日に公表された、経済産業省の企業価値研
究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」
の内容も勘案しております。

⒝　企業価値、会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を
目的として導入されていること

本プランは、当社株式等に対する大量買付行為がなされた際に、株
主の皆様が、当社株式を継続保有するか否かを適切に判断し、あるい
は当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な時間や
情報を確保すること、株主の皆様のために大量買付者と交渉を行うこ
と等を可能とすることにより、当社の企業価値、会社の利益ひいては
株主共同の利益を確保または向上することを目的として導入されるも
のです。

⒞　株主意思を重視するものであること
本プランは、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会に

おいて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは
その時点で廃止されることになり、その意味で、株主の皆様のご意思
が反映されることになっております。

また、本プランは、本プランに基づく対抗処置の実施または不実施
の判断を株主の皆様が取締役会に委ねる前提として、当該対抗処置の
発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様に示すも
のです。従って、当該発動条件に従った対抗処置の実施は、株主の皆
様のご意思が反映されたものとなります。

－ 17 －
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⒟　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するため

に、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置します。独
立委員会は当社社外監査役および社外有識者により構成されます。

このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上
で決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく
対抗処置の発動を行うことを防ぐとともに、独立委員会の判断の概要
については株主の皆様等に情報開示を行うこととされており、当社の
企業価値、会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するべく本
プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

⒠　合理的な客観的要件の設定
本プランは、予め定められた合理的な客観的要件が充足されなけれ

ば発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な
発動を防止する仕組みを確保しております。

⒡　第三者専門家の意見の取得
本プランにおいては、大量買付者が出現した場合、当社取締役会お

よび独立委員会が、当社の費用で独立した第三者の助言を得ることが
出来ることとされています。これにより、当社取締役会および独立委
員会による判断の公正性および客観性がより強く担保される仕組みが
確保されています。

⒢　デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締

役会により、いつでも廃止することが出来ることとしており、取締役
会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない、いわ
ゆるデッド・ハンド型買収防衛策ではありません。また、当社は取締
役任期を１年としており、期差任期制度を採用していないため、その
発動を阻止するのに時間がかかる、いわゆるスロー・ハンド型買収防
衛策でもありません。

なお、本プランの詳細に関しましては、当社ウェブサイト
（http://www.qso.co.jp/corporate/）に掲載しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成26年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

百万円 百万円
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建物及び構築物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

24,702
10,657
7,803
2,157
2,761

83
915
131
193
△1

12,521
9,252

　2,666
664

5,758
1

161
155
127
28

3,113
2,288

17
694

0
126

△15

流 動 負 債 6,720
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 5,320

未 払 法 人 税 等 458

賞 与 引 当 金 204

役員賞与引当金 42

そ の 他 694

固 定 負 債 742

繰 延 税 金 負 債 218

退 職 給 付 に 係 る 負 債 452

資 産 除 去 債 務 4

そ の 他 66
負 債 合 計 7,462

純 資 産 の 部
株 主 資 本 28,811

資 本 金 3,358

資 本 剰 余 金 3,711

利 益 剰 余 金 22,436

自 己 株 式 △694

その他の包括利益累計額 949

その他有価証券評価差額金 717

為 替 換 算 調 整 勘 定 211

退職給付に係る調整累計額 19
純 資 産 合 計 29,761

資 産 合 計 37,224 負 債 ・ 純 資 産 合 計 37,224

－ 19 －

連結貸借対照表



2014/05/28 14:22:14 / 13981175_前澤給装工業株式会社_招集通知（Ｆ）

連 結 損 益 計 算 書

（自　平成25年 4 月 1 日
至　平成26年 3 月31日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 25,363
売 上 原 価 18,434

売 上 総 利 益 6,928
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,129

営 業 利 益 1,799
営 業 外 収 益

受 取 利 息 17
受 取 配 当 金 34
為 替 差 益 56
保 険 解 約 返 戻 金 29
ス ク ラ ッ プ 売 却 益 135
そ の 他 49 322

営 業 外 費 用
売 上 割 引 26
そ の 他 0 27
経 常 利 益 2,094

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0
投 資 有 価 証 券 売 却 益 59 60

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 6
固 定 資 産 除 却 損 12 18

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,136
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 821
法 人 税 等 調 整 額 23 845
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 1,291
当 期 純 利 益 1,291
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連結株主資本等変動計算書

（自　平成25年 4 月 1 日
至　平成26年 3 月31日）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成25年４月１日期首残高 3,358 3,711 21,566 △694 27,941

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △421 △421

当 期 純 利 益 1,291 1,291

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 869 △0 869

平成26年３月31日期末残高 3,358 3,711 22,436 △694 28,811

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係
る調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

平成25年４月１日期首残高 613 △81 － 531 28,473

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △421

当 期 純 利 益 1,291

自 己 株 式 の 取 得 △0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 104 292 19 417 417

連結会計年度中の変動額合計 104 292 19 417 1,287

平成26年３月31日期末残高 717 211 19 949 29,761
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　２社
・主要な連結子会社の名称　　　　ＱＳＯインダストリアル株式会社

前澤給装（南昌）有限公司
②　非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称　　　ＱＳＯサービス株式会社
・連結の範囲から除いた理由　　　　非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金が、いずれも連結計算書類に重要な影響を
及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

③　議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況
・該当会社はありません。

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・該当会社はありません。
②　持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の状況

・主要な会社等の名称　　　　　　ＱＳＯサービス株式会社
・持分法を適用しない理由　　　　　非連結子会社であるＱＳＯサービス株式会社の当期

純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結計算書類に
重要な影響を及ぼしていないため、持分法を適用して
おりません。

③　議決権の100分の20以上、100分の50以下を所有しているにもかかわらず関連会社とし
なかった会社の状況
・該当会社はありません。

④　持分法適用手続きに関する特記事項
・該当会社はありません。

⑶　連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項
①　連結の範囲の変更

・該当事項はありません。
②　持分法の適用範囲の変更

・該当事項はありません。
⑷　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち前澤給装（南昌）有限公司については、12月31日が決算日であります。
　連結計算書類の作成にあたっては、当該会社の決算日の計算書類を使用しておりますが、
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行なっております。
　ＱＳＯインダストリアル株式会社の決算日と連結決算日は一致しております。

－ 22 －
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⑸　会計処理基準に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．満期保有目的の債券　　　　　償却原価法

ロ．その他有価証券
・時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法に基づく原価法

ハ．たな卸資産
・商品、製品、原材料　　　　　主として月別総平均法に基づく原価法

　なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定しております。

・仕掛品　　　　　　　　　　　主としてロット単位の個別法に基づく原価法
　なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

（当社及び国内連結子会社）　　　建物については定率法及び定額法を、その他につい
ては定率法を採用しております。
　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基準によっております。

（在外連結子会社）　　　　　　　所在地国の会計基準の規定に基づく定額法によって
おります。

ロ．無形固定資産
（当社及び国内連結子会社）　　　定額法によっております。なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方法と同一の基準によってお
ります。また、ソフトウェア（自社利用）については、
社内における見込利用可能期間（５年）による定額法
を採用しております。

（在外連結子会社）　　　　　　　所在地国の会計基準の規定に基づく定額法によって
おります。
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③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権、その他の金銭債権の貸倒の損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に対する賞与に備えるため、将来支給する金
額のうち当連結会計年度の負担額を当連結会計年度の
費用に計上したものであり、支給見込額に基づいて計
上しております。

ハ．役員賞与引当金　　　　　　　　役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末に
おける支給見込額の当連結会計年度の期間負担額を計
上しております。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当

連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。

・数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

ロ．消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ
ております。
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２．会計方針の変更に関する注記
（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給
付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当連結会計年度末
より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ
られた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債
として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上してお
ります。
　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱い
に従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計
額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。
　この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が452百万円計上されるとと
もに、その他の包括利益累計額が19百万円増加しております。

３．表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「貸倒引当金戻入額」
（当連結会計年度は15百万円）と「雑収入」（当連結会計年度は33百万円）は金額的重要性
が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 15,545百万円

⑵　受取手形裏書譲渡高 ９百万円

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 12,500千株 －千株 －千株 12,500千株

⑵　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 465千株 0千株 －千株 465千株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加０千株であり
ます。
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⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

イ．平成25年６月26日開催の第57期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 240百万円
・１株当たり配当額 20円
・基準日 平成25年 3 月31日
・効力発生日 平成25年 6 月27日

ロ．平成25年11月 7 日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 180百万円
・１株当たり配当額 15円
・基準日 平成25年 9 月30日
・効力発生日 平成25年12月 6 日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの
平成26年６月26日開催の第58期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 240百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 20円
・基準日 平成26年 3 月31日
・効力発生日 平成26年 6 月27日

－ 26 －
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６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、安全性の高い預金等の金融資産で運用しております。なお、投機的な
取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、販売先の信用リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、販売先ごとに与信限度額を設定し、残高を管理しております。ま
た、回収状況の継続的なモニタリング、与信限度額の定期的な見直しなどを行い、業況等
の悪化による回収懸念先の早期把握により当該信用リスクの軽減を図っております。
　有価証券及び投資有価証券は、業務上の関係を有する取引先企業の株式が主であります
が、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や
発行体（取引先企業）の財務状況等を把握する体制としております。また、投資有価証券
の保有については継続的に見直しを行っております。
　支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されております。当該リスクに関しては、流
動性預金の確保により、リスクを軽減しております。また、連結海外子会社は、当社以外
に販売先がないことから信用リスクはありませんが、原材料等の輸入に伴う為替の変動リ
スクに晒されております。当該リスクに関しては、同じ外貨建て預金残高の範囲内に買掛
金残高があるため、相殺状況にあります。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい
るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

－ 27 －
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成26年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に
は含めておりません（（注２）を参照）。

（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額 時価 差額

⑴　現金及び預金 10,657 10,657 －

⑵　受取手形及び売掛金 7,803 7,803 －

⑶　電子記録債権 2,157 2,157 －

⑷　投資有価証券

①　満期保有目的の債券 502 502 0

②　その他有価証券 1,503 1,503 －

資産計 22,624 22,624 0

⑴　支払手形及び買掛金 5,320 5,320 －

⑵　未払法人税等 458 458 －

⑶　その他（未払金） 572 572 －

負債計 6,351 6,351 －

（注１）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項
資 産
⑴　現金及び預金

　これらの時価は、全て短期であるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。

⑵　受取手形及び売掛金
　これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。

⑶　電子記録債権
　これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。

－ 28 －
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⑷　投資有価証券
　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提
示された価格によっております。

負 債
⑴　支払手形及び買掛金

　これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。

⑵　未払法人税等
　これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。

⑶　その他（未払金）
　これらの時価は、短期間で決済されるため、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 282
　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること
から、「 ⑷ 投資有価証券②その他有価証券」には含めておりません。
　また、上記非上場株式には、非連結子会社（関係会社株式）30百万円を含んでおります。

７．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 2,473円08銭
⑵　１株当たり当期純利益 107円29銭

８．重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。

－ 29 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年５月９日

前澤給装工業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 佐野　　　裕　㊞
指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 守谷　　徳行　㊞
指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 阿部　　　博　㊞
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、前澤給装工業株

式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の
連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ
には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、
我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これ
に基づき監査を実施することを求めている。

－ 30 －
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監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不
正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい
て選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、前澤給装工業株式会社及び連結
子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。
以　上

－ 31 －
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告
連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第58期事
業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書
に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結
計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監
査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づ
き、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。
平成26年５月９日

前澤給装工業株式会社　監査役会
常勤監査役 兼　　　茂　雄 ㊞
監　査　役 幣　原　　　廣 ㊞
監　査　役 宮　田　　　泰 ㊞
監　査　役 藤　田　　　博 ㊞

(注）監査役幣原廣、監査役宮田泰及び監査役藤田博は、会社法第２条第16
号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

－ 32 －
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貸　借　対　照　表
（平成26年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

百万円 百万円
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車輌及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関係会社出資金
従業員長期貸付金
破産更生債権等
長 期 前 払 費 用
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

23,306
9,609
4,620
3,128
2,156
2,683

46
778
53

121
108
△1

13,421
8,708
2,409

26
499

0
145

5,625
1

129
125

3
4,584
2,235

36
1,500

17
1
1

682
123

△15

流 動 負 債 6,524
支 払 手 形 18
買 掛 金 5,213
未 払 金 535
未 払 費 用 67
未 払 法 人 税 等 425
預 り 金 18
前 受 収 益 1
賞 与 引 当 金 201
役員賞与引当金 42

固 定 負 債 733
繰 延 税 金 負 債 207
退職給付引当金 478
資 産 除 去 債 務 4
そ の 他 43

負 債 合 計 7,258
純 資 産 の 部

株 主 資 本 28,753
資 本 金 3,358
資 本 剰 余 金 3,711

資 本 準 備 金 3,711
利 益 剰 余 金 22,377

利 益 準 備 金 839
その他利益剰余金 21,538

別 途 積 立 金 18,000
繰越利益剰余金 3,538

自 己 株 式 △694
評価･換算差額等 716

その他有価証券評価差額金 716
純 資 産 合 計 29,469

資 産 合 計 36,728 負 債 ・ 純 資 産 合 計 36,728

－ 33 －
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損　益　計　算　書

（自　平成25年 4 月 1 日
至　平成26年 3 月31日）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 24,952
売 上 原 価 18,197

売 上 総 利 益 6,754
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,933

営 業 利 益 1,820
営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 42
保 険 解 約 返 戻 金 29
ス ク ラ ッ プ 売 却 益 135
そ の 他 50 258

営 業 外 費 用
売 上 割 引 26
そ の 他 0 26
経 常 利 益 2,052

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 59 59

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 12 12

税 引 前 当 期 純 利 益 2,100
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 780
法 人 税 等 調 整 額 24 805
当 期 純 利 益 1,294

－ 34 －
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株主資本等変動計算書

（ 自　平成25年 4 月 1 日
至　平成26年 3 月31日 ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

平成25年４月１日期首残高 3,358 3,711 3,711 839 18,000 2,664 21,504 △694 27,880

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △421 △421 △421

当 期 純 利 益 1,294 1,294 1,294

自己株式の取得 △0 △0

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － 873 873 △0 873

平成26年３月31日期末残高 3,358 3,711 3,711 839 18,000 3,538 22,377 △694 28,753

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成25年４月１日期首残高 612 612 28,493

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △421

当 期 純 利 益 1,294

自己株式の取得 △0

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額)

103 103 103

事業年度中の変動額合計 103 103 976

平成26年３月31日期末残高 716 716 29,469

－ 35 －
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的の債券　　　　　　償却原価法
②　子会社株式・出資金　　　　　　移動平均法に基づく原価法
③　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法に基づく原価法
④　たな卸資産

・商品、製品、原材料　　　　　　月別総平均法に基づく原価法
　なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定しております。

・仕掛品　　　　　　　　　　　　ロット単位の個別法に基づく原価法
　なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産　　　　　　　　　　建物については定率法及び定額法を、その他につい

ては定率法を採用しております。
　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基準によっております。

②　無形固定資産　　　　　　　　　　定額法によっております。なお、耐用年数について
は、法人税法に規定する方法と同一の基準によってお
ります。また、ソフトウェア（自社利用）については、
社内における見込利用可能期間（５年）による定額法
を採用しております。

③　長期前払費用　　　　　　　　　　定額法によっております。
　なお、償却年数については、法人税法に規定する方
法と同一の基準によっております。
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⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　売上債権、その他の金銭債権の貸倒の損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員に対する賞与に備えるため、将来支給する金
額のうち当事業年度の負担額を当事業年度の費用に計
上したものであり、支給見込額に基づいて計上してお
ります。

③　役員賞与引当金　　　　　　　　　役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末におけ
る支給見込額の当事業年度の期間負担額を計上してお
ります。

④　退職給付引当金　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
しております。
　なお、総合設立の厚生年金基金については、当該年
金基金への拠出額を退職給付費用として計上しており
ます。
　また、過去勤務費用は、発生事業年度の従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額
法により按分した額を費用処理しております。
　数理計算上の差異は、それぞれ発生年度の翌事業年
度から各事業年度の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（５年）による定額法により按分額を費用
処理しております。

⑷　その他計算書類作成のための基本となる事項
①　退職給付に係る会計処理　　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理

方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異な
っております。

②　消費税等の会計処理　　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ
ております。
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２．表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）

　前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取利息」（当事業年
度は１百万円）、「有価証券利息」（当事業年度は０百万円）、「貸倒引当金戻入額」（当
事業年度は15百万円）及び「雑収入」（当事業年度は32百万円）は金額的重要性が乏しくな
ったため、当事業年度より、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。

３．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 14,501百万円
⑵　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 226百万円
短期金銭債務 108百万円

４．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 507百万円
仕入高 1,440百万円
販売費及び一般管理費 84百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 465千株 0千株 －千株 465千株

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加０千株であり
ます。
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６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（流動資産）
賞与引当金 70百万円
未払事業税 28百万円
未払社会保険料 10百万円
たな卸資産評価損 9百万円
その他 2百万円

流動繰延税金資産合計 121百万円
流動繰延税金資産の純額 121百万円

（固定資産）
退職給付引当金 168百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額 5百万円
会員権評価損 15百万円
子会社株式評価損 40百万円
減損損失 27百万円
その他有価証券評価差額金 0百万円
その他 29百万円

固定繰延税金資産小計 287百万円
評価性引当額 △105百万円

固定繰延税金資産合計 182百万円
（固定負債）
その他有価証券評価差額金 389百万円
その他 0百万円

固定繰延税金負債合計 389百万円
固定繰延税金負債の純額 207百万円

７．リースにより使用する固定資産に関する注記
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており
ますが、重要性が乏しいため注記を省略しております。
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８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 2,448円86銭
⑵　１株当たり当期純利益 107円59銭

９．重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成26年５月９日

前澤給装工業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 佐野　　　裕　㊞
指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 守谷　　徳行　㊞
指定有限責任社員

業務執行社員 公認会計士 阿部　　　博　㊞
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、前澤給装工
業株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第58期事業年
度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一
般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第58期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ
の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める
体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されて
いる体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任あず
さ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。
　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針
及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等
を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指
摘すべき事項は認められません。

四　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認め
られません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3
号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共
同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持
を目的とするものではないと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

平成26年５月９日
前澤給装工業株式会社　監査役会
常勤監査役 兼　　　茂　雄 ㊞
監　査　役 幣　原　　　廣 ㊞
監　査　役 宮　田　　　泰 ㊞
監　査　役 藤　田　　　博 ㊞

(注）監査役幣原廣、監査役宮田泰及び監査役藤田博は、会社法第２条第16
号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要施策と位置づけ、経営基
盤の強化に必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していく
ことを基本方針としております。
　このような方針の下、当期の期末配当につきましては、以下のとおりとさ
せていただきたいと存じます。
①　配当財産の種類

　金銭といたします。
②　配当財産の割当に関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき20円
　総額240,680,780円

  　これにより、当期の年間配当金につきましては、中間配当金１株につき
15円と合わせまして、１株につき35円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　平成26年６月27日
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第２号議案　取締役５名選任の件
　取締役５名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、取締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番　号

氏　　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

1
さ
佐

 
　

とう
藤

 
　

ひで
秀

 
　

とし
敏

(昭和26年６月29日生)

昭和50年 4 月 株式会社協和銀行（現 株式会社
りそな銀行）入行

14,400株

平成14年 4 月 当社入社
平成14年 6 月 執行役員就任
平成14年10月 常務執行役員就任
平成15年 6 月 取締役常務執行役員就任
平成16年 6 月 専務取締役執行役員就任
平成18年11月 専務取締役執行役員経営管理本

部長就任
平成19年 6 月 専務取締役経営管理本部長就任
平成20年 8 月 専務取締役経営管理本部長兼経

営管理部長就任
平成

平成

平成

22

25

26

年

年

年

6

12

4

月

月

月

専務取締役経営管理本部長兼事
業開発本部長兼経営管理部長就
任
代表取締役会長経営管理本部長
兼事業開発本部長兼経営管理部
長就任
代表取締役会長経営管理本部長
兼事業開発本部長就任
現在に至る

（重要な兼職の状況）
前澤給装（南昌）有限公司董事
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候補者
番　号

氏　　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

2
やま
山

 
　

もと
本

 
　

はる
晴

 
　

き
紀

(昭和29年４月７日生)

昭和52年 4 月 当社入社

38,100株

平成14年 5 月 福島製造第一部長就任
平成16年 6 月 執行役員生産本部福島工場長就

任
平成18年 6 月 上席執行役員生産本部福島工場

長兼購買部長就任
平成19年 1 月 上席執行役員生産本部福島工場

長兼購買部長兼庶務部長就任
平成19年 6 月 取締役執行役員生産本部福島工

場長兼購買部長兼庶務部長就任
平成20年 8 月 取締役執行役員生産本部福島工

場長兼庶務部長兼開発部長就任
平成

平成

平成

22

25

26

年

年

年

6

12

2

月

月

月

常務取締役生産本部長兼開発部
長就任
代表取締役社長生産本部長兼開
発部長就任
代表取締役社長生産本部長就任
現在に至る

（重要な兼職の状況）
前澤給装（南昌）有限公司董事長

3
ほり
堀

 
　

 
　

 
　

とし
俊

 
　

や
也

(昭和35年２月14日生)

昭和57年 4 月 当社入社

14,800株

平成13年10月 営業推進部長就任
平成16年 6 月 執行役員営業本部副本部長兼営

業推進部長就任
平成18年 6 月 取締役執行役員営業本部長就任
平成21年 7 月 取締役執行役員営業本部長兼埼

玉営業所長就任
平成

平成

22

25

年

年

10

6

月

月

取締役執行役員営業本部長兼東
北・北海道統括部長兼九州統括
部長兼特販統括部長就任
取締役執行役員営業本部長兼東
北・北海道統括部長兼近畿統括
部長兼九州統括部長兼特販統括
部長就任
現在に至る

（重要な兼職の状況）
ＱＳＯインダストリアル株式会社取締役
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候補者
番　号

氏　　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

4
むら
村

 
　

た
田

 
　

ひで
秀

 
　

あき
明

(昭和31年７月21日生)

平成 6 年 3 月 当社入社

12,400株

平成14年 5 月 技術開発部長就任
平成16年 8 月 生産本部技術部長就任
平成17年 4 月 生産本部生産技術部長就任
平成18年 6 月 執行役員生産本部生産技術部長

就任
平成

平成

22

26

年

年

6

2

月

月

取締役執行役員生産本部福島工
場長兼生産技術部長就任
取締役執行役員生産本部福島工
場長兼製造部長兼開発部長就任
現在に至る

（重要な兼職の状況）
ＱＳＯサービス株式会社取締役

5
たに
谷

 
　

あい
合

 
　

ゆう
祐

 
　

いち
一

(昭和33年８月23日生)

昭和62年 3 月 当社入社

12,500株

平成 8 年 2 月 広島営業所長就任
平成15年 4 月 東京営業所長就任
平成18年 6 月 執行役員営業本部東京営業所長

就任
平成21年 4 月 執行役員営業本部副本部長（東

京駐在）兼東京営業所長就任
平成22年 6 月 取締役執行役員営業本部副本部

長（東京駐在）兼東京営業所長
就任

平成

平成

22

25

年

年

10

6

月

月

取締役執行役員営業本部関東・
中部統括部長就任
取締役執行役員営業本部関東・
中部統括部長兼中四国統括部長
就任
現在に至る

(注)各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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第３号議案　当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
　当社は、平成23年６月28日開催の当社第55期定時株主総会において株主の皆
様のご承認をいただきました「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防
衛策）」（以下「旧プラン」といいます。）の有効期間が、本総会終結の時をも
って満了を迎えることから、平成26年５月12日開催の取締役会において、買収防
衛策に関する議論の進展など近時のわが国の資本市場と法的・経済的環境を検討
した結果、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上するうえで旧プランの
重要性に変わりはないと判断し、本総会における株主の皆様のご承認を条件とし
て旧プランを継続することを決定いたしました。（以下、新たに継続するプラン
を「本プラン」といいます。）

なお、本日現在、当社株式の大量買付行為に関する打診、申し入れ等は一切あ
りません。平成26年３月31日現在における当社大株主の状況は、別紙５のとおり
です。

つきましては、本プランのご承認をお願いするものであります。

Ⅰ．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
等

１．基本方針の内容について
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務お

よび事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とす
る者である必要があると考えております。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるか否かの判断は、最終
的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。また、当社
は、当社株式について大量買付行為がなされる場合、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありま
せん。
　しかし、大量買付行為のなかには、その目的等から見て当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益を著しく損なうことが明白なものもないとは言えません。
　当社は、当社株式の適切な価値を株主および投資家の皆様にご理解いただく
よう、適時・適切な情報開示に努めておりますが、突然に大量買付行為がなさ
れた際には、大量買付行為を行おうとする者（以下「大量買付者」といいま
す。）の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかについて、短期間のうち
に適切な判断が求められる株主の皆様にとって、大量買付者および当社取締役
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会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であると考えま
す。さらに、当社株式の継続保有を検討するうえでも、当該買付行為が当社の
企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響や大量買付者が当社の経営に
参画した場合の経営方針、事業計画、各ステークホルダーとの関係についての
考え方、あるいは、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、重
要な判断材料になるものと考えております。
　以上の理由により、当社は、株主の皆様に当社株式の大量買付行為に応じる
か否かを適切にご判断いただく機会を提供し、あるいは当社取締役会が株主の
皆様に代替案を提示するために必要な情報や時間を確保すること、および、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益に反するような大量買付行為を抑止す
るため、一定の場合には企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要か
つ適切な措置をとることが、株主の皆様から経営を付託される当社取締役会の
当然の責務であると考えております。

２．当社の企業価値の源泉について
　当社は、昭和32年１月の設立以来、半世紀以上にわたり「きれいな水」「安
全な水」「おいしい水」をお届けすることを使命に、大切な水を人々の暮らし
へとつなぐ給水装置の製造・販売を主な業務として、水道事業発展の一翼を担
ってまいりました。
　当社の企業価値の源泉は、事業の担い手を構成する全体としての従業員なら
びに以下4点の結びつきにより生み出されるものであるといえます。
① 「ものづくり」に関する数々の独自ノウハウ

　　当社の生産現場では、鋳造、加工、組立、検査、出荷、さらには生産ライン
で使用する金型まで自社で管理する一貫生産体制を敷き、徹底した品質管理を
行っております。これら各工程での長年の経験や蓄積されたデータから導か
れた「ものづくり」に関する独自ノウハウの数々は、当社が送り出す製品の競
争力を支えております。
② 独自の生産管理システム
　給水装置は使用する環境や条件等で求められる性能が異なります。当社の
製品は、ほぼ全国の水道事業体でご採用いただいておりますが、その数は数万
点にも上ります。
　当社では、精度の高い需要予測を可能にする営業力と多品種少量生産を可能
にするフレキシブルな工場稼働体制の組合せによる独自の生産管理システム
を確立し、それぞれの製品を、余計な在庫を抱えることなく、安定供給できる
体制を整えております。
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③ 全国の水道事業体・管材商社・水道工事業者との信頼関係に基づくブランド
力

　当社はこれまで安全性、利便性、施工性の向上を目指した給水装置の開発を
行い、必要とされる製品を安定的に供給し続けることにより、水道事業に携わ
る様々な方々から長期的な高い信頼を得てまいりました。こうした強固な信
頼関係に基づくブランド力は当社の重要な事業基盤となっております。
④ 製販一体化による顧客ニーズへの対応力
　国内26カ所の営業所を拠点に日本全国にアンテナを張り巡らせ、顧客ニーズ
を的確に捉えるとともに、製品開発から製造・供給までいち早く対応できる体
制を整えております。

３．企業価値向上のための取組み
　日本の総人口の減少と東日本大震災の経験という、水道をとりまく状況の大
きな変化をうけ、平成25年3月に厚生労働省より公表された「新水道ビジョン」
では、これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれからも享
受できるよう、今から50年後、100年後の将来を見据えた水道の理想像が明示
されております。
　当社では、この「新水道ビジョン」の基本理念を共有し、水道の理想像具現
化の一翼を担うべく、時代や環境の変化に的確に対応した企業価値向上のため
の取組みを推し進めてまいります。
　当社の事業内容は、景気変動の影響を受けやすい新設住宅着工、公共工事関
連に依拠する部分が多く見通しが大きく変動しやすいため、中期経営計画の公
表は行っておりませんが、従来より、

ア)効率的な生産体制の構築
イ)物流効率化による配送コストの削減
ウ)成長分野への営業強化と開発投資

を中心に中長期の施策を行ってきており、今後も「売上高経常利益率10％以
上」を目標として、その確実な実現に向け取組んでまいります。
　また近時の経営環境を踏まえ、Ｍ＆Ａや業務・資本提携も視野に入れつつ、
更に企業価値を向上させる諸施策を実施してまいります。

４．コーポレート・ガバナンスについて
　当社は、企業としての社会的責任を全うし、広く社会からの信頼を確保して
いくことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し持続的に向上さ
せていくために必要不可欠と考えております。中でも、コーポレート・ガバナ
ンスの充実は最も重要な課題と認識しており、平成16年6月には執行役員制度
を導入し「経営の意思決定および監視機能」と「業務執行機能」を分離して取
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締役の経営責任を明確にするとともに、株主の皆様への信任を問う機会を増や
すため取締役の任期を１年といたしました。
　また、当社は、現在の監査役４名中３名を独立性の高い社外監査役としてお
り、監査役機能の強化を図ると同時に、内部統制システムの構築・推進、リス
クマネジメント活動およびコンプライアンス推進活動の強化などの諸施策を
実施しております。
　当社は、今後も株主の皆様、お客様・お取引先様、従業員、地域社会等のス
テークホルダーからの信頼を一層高めるため、環境・安全・品質、法令・ルー
ル遵守の徹底、社会貢献活動等の更なる充実・強化に努めてまいります。

Ⅱ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定
が支配されることを防止するための取組み

１．本プランの内容
⑴本プランの概要

　本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり所定の手続に従
うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされ
る場合や、かかる手続に従った場合であっても、当該大量買付行為が当社
の企業価値ひいては株主共同の利益を明らかに害するものであると判断さ
れる場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として
新株予約権の無償割当の方法（会社法第277条以下に規定されていま
す。）により、当社取締役会が定める一定の日における株主に対して新株
予約権を無償で割り当てるものです。なお、新株予約権の無償割当の実施、
不実施等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、当
社取締役会から独立した独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重する
とともに株主の皆様等に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保す
ることとしています。また、会社法その他の法律および当社の定款上認め
られるその他の対抗措置を発動する事が適切と判断された場合には、当該
その他の対抗措置が用いられる事もあります。
　本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」と
いいます。）には、イ）大量買付者およびその関係者による行使を禁止す
る行使条件や、ロ）当社が本新株予約権の取得と引き換えに大量買付者お
よびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付す
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ことが予定されております。
⑵本プランの継続の手続　－　定時株主総会における承認

　本プランの継続にあたり株主の皆様の意思を適切に反映するため、定時
株主総会において、ご出席株主（議決権行使書により議決権行使を行う株
主を含みます。）の皆様の議決権の過半数の賛成をいただけることを条件
とします。

⑶本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続
①対象となる大量買付行為

　当社は、当社取締役会が別途定める場合を除き、以下のイ）もしくは
ロ）に該当する行為またはこれらに類似する行為（ただし、当社取締役
会が予め承認したものを除きます。）がなされ、またはなされようとす
る場合には、本プランに基づく対抗措置の発動を検討いたします。
イ）当社が発行者である株券等＊１について、保有者＊２の株券等保有

割合＊３が20％以上となる買付
ロ）当社が発行者である株券等＊４について、公開買付＊５に係る株券

等の株券等所有割合＊６およびその特別関係者＊７の株券等所有
割合の合計が20％以上となる公開買付

＊１：金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等（有価証券と
みなされる場合を含みます。）をいいます。以下において別段の定
めがない限り同じとします。

＊２：金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条
第３項に基づき保有者に含まれるものを含みます（当社取締役会が
これに該当すると認めた者を含みます。）。以下において別段の定
めがない限り同じとします。

＊３：金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をい
います。以下において別段の定めがない限り同じとします。

＊４：金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。
②において同じとします。

＊５：金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付をいいま
す。以下において別段の定めがない限り同じとします。
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＊６：金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をい
います。以下において別段の定めがない限り同じとします。

＊７：金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいま
す（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。た
だし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株
券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者
を除きます。以下において別段の定めがない限り同じとします。

②大量買付者に対する情報提供の要求
　大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、当社取締役会が当該
大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号に定める情報（以下「本
必要情報」といいます。）を記載した、本プランに定める手続を遵守す
る旨の意向表明を含む日本語による買付提案書を、当社の定める書式に
より提出していただきます。なお、買付提案書には、商業登記簿謄本、
定款の写しその他大量買付者の存在を証明する書類（外国語の場合には、
日本語訳を含みます。）を添付していただきます。
　当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを下
記④に定める独立委員会に提供するものとします。大量買付者から提供
された情報では、当該大量買付行為の内容および態様等に照らして、株
主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討のために不十分であ
ると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請
求する追加の情報を大量買付者から提供していただきます（ただし、当
社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為
の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が当社株式
を継続保有するか否かを適切に判断するために必要な水準を超える追加
情報提供の要求を行わないこととします。）。かかる追加情報提供の要
求は、上記買付提案書受領またはその後の追加情報受領の日の翌日より
10日以内に行うこととします。

ａ）大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（フ
ァンドの場合は）組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的
名称、資本構成、業務内容、財務内容、および当社の事業と同種の事業
についての経験等に関する情報等を含みます。）
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ｂ）大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等の数、な
らびに買付提案書提出日を含む前60日間における大量買付者の当社の
株券等の取引状況

ｃ）大量買付行為の目的、方法および内容（大量買付行為の対価の額およ
び種類、大量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の
適法性ならびに大量買付行為の実行の実現可能性等を含みます。）

ｄ）大量買付行為の対価の額の算定根拠（算定の前提となる事実および仮
定、算定方法、算定に用いた数値情報および大量買付行為に係る一連の
取引により生じることが予想されるシナジー効果の内容（そのうち他の
株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。）ならびにその算
定根拠等を含みます。）の概要

ｅ）大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質提供者を含みま
す。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）

ｆ）大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社およ
び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含
みます。）、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策および資産活用
策（ただし、大量買付者による買収提案が、少数株主が存在しない100％
の現金買収の場合、本号の情報の提供については概略のみで足りること
とします。）

ｇ）大量買付行為の後における当社グループの従業員、取引先、顧客その
他の当社グループに係るステークホルダーの処遇方針

ｈ）大量買付行為のために投下した資本の回収方針
ｉ）その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報

　なお、当社取締役会は、大量買付者が出現したことを認識した場合は
その事実を、また買付提案書または追加情報を受領した場合はその受領
の事実を、株主の皆様等に、適用ある法令等および株式会社東京証券取
引所の定める諸規則に従った適時かつ適切な情報開示（以下「情報開示」
といいます。）を行います。大量買付者から当社取締役会に提供された
情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要であると当社取締役
会が判断する時点で、その全部または一部につき株主の皆様等に情報開
示を行います。なお、当社は、公開買付けによる当社株券等の大量買付
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者に対しては、本必要情報の提供を求めるほか、金融商品取引法第27条
の10の規定に基づいて、「意見表明報告書」を通じて当該公開買付に関
する質問を行うことがあります。

③当社取締役会の検討手続
　当社取締役会は、大量買付者から提出された本必要情報が株主の皆様
が当社の株式を継続保有するか否かを適切に判断するために必要な水準
を満たしていると判断した場合は、その旨ならびに下記記載の取締役会
評価期間の始期および終期を、直ちに大量買付者および独立委員会に通
知し、株主の皆様等に対する情報開示を行います。
　当社取締役会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日から、
以下の(ⅰ)または(ⅱ)の期間を当社取締役会による評価、検討、交渉、
意見形成および代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」と
いいます。）として設定します。
(ⅰ)対価を現金（円貨）のみとする公開買付による当社全株券等を対象と

する買付の場合には60日以内
(ⅱ)その他の大量買付行為の場合には90日以内

　ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役
会が合理的に必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は具
体的延長期間および当該延長期間が必要とされる理由を大量買付者等に
通知するとともに、株主の皆様等に情報開示します。また、延長の期間
は最大30日間とします。
　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて当社か
ら独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイ
ザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を得ながら提供された本必
要情報を十分に評価・検討し、独立委員会による勧告を最大限尊重した
上で、大量買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重に取りま
とめ、大量買付者に通知するとともに、株主の皆様等に情報開示を行い
ます。また、当社取締役会は必要に応じて大量買付者との間で大量買付
行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、
株主の皆様に代替案を提示することもあります。
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　大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買
付行為を開始することが出来るものとします。ただし、下記⑦に定める
不実施決定通知を受領した場合は、同通知を受領した日の翌営業日から
大量買付行為を行うことが可能となります。

④独立委員会の設置
　本プランに定めるルールに従って一連の手続が進行されているか否か、
ならびに本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益を確保し、または向上させるために必要かつ相当
と考えられる一定の対抗措置を講じるか否か、については当社取締役会
が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性および公正性を担保す
るために、当社は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を
設置する事といたします。
　独立委員会は３名以上の委員より構成され、当社取締役会は委員を当
社の社外監査役および社外有識者（弁護士、公認会計士、学識経験者等）
の中から選任するものとします。

⑤対抗措置の発動の手続
　当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の
合理性および公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。
　まず、当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して
対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会はこの諮問に基づき、
必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナ
ンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者（当社が費用
を負担することとします。）の助言を得た上で、当社取締役会に対して
対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗
措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限
尊重するものといたします。
　当社取締役会は、当該判断を行った場合、当該判断の概要その他当社
取締役会が適切と判断する事項について、株主の皆様等に情報開示を行
います。
　なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え大量買付
者の提供する本必要情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を
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得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的内容ならび
に当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える
影響等を評価・検討した上で、対抗措置の発動の是非を取締役会評価期
間の終了時までに判断するものとします。

⑥対抗措置の発動の条件
イ）大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いま

たは行おうとする場合
　当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大
量買付行為を行いまたは行おうとする場合、大量買付行為の具体的な
条件・方法等の如何を問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員
会による勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値ひいては株主共
同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を
講じることといたします。

ロ）大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまた
は行おうとする場合
　大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いま
たは行おうとする場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に
反対であり、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等
を行う場合であっても、原則として、当該大量買付行為に対する対抗
措置は講じません。大量買付者の提案に応じるか否かは、株主の皆様
において、当該大量買付行為に関する本必要情報およびそれに対する
当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことに
なります。
　ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為
を行いまたは行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買
付者の大量買付行為の内容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を
行った結果、当該大量買付者の買付提案に基づく大量買付行為が当社
の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると認め
た場合には、取締役会評価期間の開始または終了にかかわらず、当社
取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社の企
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業価値ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要
かつ相当な対抗措置を講じることがあります。具体的には、以下に掲
げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、
当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値ひいては株主共
同の利益を著しく害するものに該当すると考えます。
⒜　高値買取要求を狙う買付等である場合
⒝　高度な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に

大量買付者の利益実現を狙う買付等である場合
⒞　会社の資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもた
らすような買付等である場合

⒟　会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせ
るか、一時的高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜
けることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する
明白な侵害をもたらすような買付等である場合

⒠　当社の株式の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十
分または不適切な買付等である場合

⒡　最初の買付で全株式の買付の申込みを勧誘することなく、二段階
目の買付条件を不利に設定し、或いは明確にしないで公開買付を行
うなど、株主に株式の売却を事実上強要する恐れがある買付等であ
る場合

⒢　大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期
的な将来の企業価値との比較において、当該大量買付者が支配権を
取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後する場合

⒣　大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不
適切である場合

⒤　前各号のほか、以下のいずれも満たす買付等である場合
ⅰ）当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するおそれ

があることが客観的かつ合理的に推認される場合
ⅱ）当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益が著しく害されることを回避することが出
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来ないおそれがある場合
⑦当社取締役会による対抗措置の実施・不実施に関する決定

　当社取締役会は、上記⑥－イ）またはロ）のいずれの場合も、独立委
員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の実施または不実施に関す
る決定を行います。
　当社取締役会は、対抗措置の実施または不実施の決定を行った場合、
直ちに当該決定の概要そのほか当社取締役会が適切と認める事項を大量
買付者に通知（以下、不実施の決定に係る通知を「不実施決定通知」と
いいます。）し、株主の皆様等に対する情報開示を行います。大量買付
者は、取締役会評価期間経過後または当社取締役会から不実施決定通知
を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となりま
す。

⑧当社取締役会による再検討
　当社取締役会は、一旦対抗措置を実施すべきか否かについて決定した
後であっても、大量買付者が大量買付行為に関する条件を変更した場合
や大量買付行為を中止した場合など、当該決定の前提となった事実関係
等に変動が生じた場合には改めて独立委員会に諮問した上で再度審議を
行い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の実施または中止
に関する決定を行うことが出来ます。
　当社取締役会は、かかる決定を行った場合直ちに当該決定の概要その
他当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の皆様
等に対する情報開示を行います。

⑷本新株予約権無償割当の概要
　当社取締役会は本プランにおける対抗措置として、原則として、「前澤
給装工業株式会社　新株予約権の要項」に従った本新株予約権の無償割当
を行います。本新株予約権は、本新株予約権の無償割当を決議する当社取
締役会において定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）におけ
る最終の株主名簿に記録された株主の皆様（ただし、当社を除きます。）
に対し、その保有株式１株につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定
める数の割合で割り当てられます。
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　本新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の
価額（行使価額）は金１円とし、本新株予約権１個の行使により、本新株
予約権に係わる新株予約権者（以下「本新株予約権者」といいます。）に
対して当社普通株式１株が交付されます。
　ただし、大量買付者およびその関係者は、本新株予約権を行使すること
が出来ないものとします。
　また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に
付された取得条項に基づき、一定の条件の下で大量買付者およびその関係
者以外の本新株予約権者から、当社普通株式１株と引き換えに本新株予約
権１個を取得することが出来ます。なお、当社は一定の条件の下で本新株
予約権全部を無償で取得することも可能です。
　なお、本新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の承認が必
要です。
　本新株予約権の無償割当のほか、会社法その他の法律および当社の定款
上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合に
は当該その他の対抗措置が用いられることがあります。
　当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を実施した場合、当社取締
役会が適切と認める事項について、株主の皆様等に対する情報開示を行い
ます。

⑸本プランの有効期間、廃止および変更
　本プランの有効期間は、平成26年６月26日から３年以内に終了する事業
年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
ただし、本プランは、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会にお
いて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または当社取締役会に
より本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止さ
れるものとします。すなわち本プランは、長くとも３年に１度、定時株主
総会または臨時の株主総会において、株主の皆様のご判断で、変更または
廃止させることが可能です。さらに、当社の取締役任期は１年となります
ので、毎年、定時株主総会で選任される取締役が取締役会にて本プランの
廃止を決定することもできます。従いまして、本プランは、株主の皆様の
ご判断で、毎年の取締役選任手続を通じて、本プランを間接的に廃止させ
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ることも可能となっております。また、当社取締役会は、本プランの有効
期間中であっても、定時株主総会の決議による委任の範囲内において、必
要に応じて独立委員会の意見を得た上で、本プランの技術的な修正または
変更を行う場合があります。
　なお、本プランは平成26年５月12日現在施行されている法令の規定を前
提としておりますので、同日以後法令の新設または改廃等により本プラン
の規定に修正を加える必要が生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、か
つ本プランの基本的考え方に反しない範囲で、本プランの文言を読み替え
ることとします。
　本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正また
は変更の事実その他当社取締役会が適切と認める事項について、株主の皆
様等に対する情報開示を行います。
　また、上記に定める有効期間の満了以降における本プランの内容につき
ましては、必要な見直しを行った上で、本プランの継続、または新たな内
容のプランの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予
定です。

２．本プランの合理性
⑴買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していると考えられること

　本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した
「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関す
る指針」の定める三原則（「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原
則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当性の原則」）を完
全に充足しており、また株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導
入に係わる諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プランは平成20年
６月30日に公表された、経済産業省の企業価値研究会の報告書「近時の諸
環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘案しております。

⑵企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として導入され
ていること
　本プランは、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、株主の皆
様が当社株式を継続保有するか否かを適切に判断するために、あるいは当
社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な時間や情報を確
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保すること、株主の皆様のために大量買付者と交渉を行うことを可能とす
ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保または向上
することを目的として導入されたものです。

⑶株主意思を重視するものであること
　本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを
廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止される
ことになり、その意味で、本プランは継続だけでなく廃止についても、株
主の皆様のご意思が反映されることになっております。
　また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の実施または不実施の判
断を株主の皆様が取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件
を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様に示すものです。従っ
て、当該発動条件に従った対抗措置の実施は、株主の皆様のご意思が反映
されたものとなります。

⑷独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
　当社は、当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するために、
取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置します。独立委員会
は当社社外監査役および社外有識者により構成されます。
　このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決
定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置
の発動を行うことを防ぐとともに、独立委員会の判断の概要については株
主の皆様等に情報開示を行うこととされており、当社の企業価値ひいては
株主共同の利益の実現に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組
みが確保されています。

⑸合理的な客観的要件の設定
　本プランは、予め定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発
動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防
止する仕組みを確保しております。

⑹第三者専門家の意見の取得
　本プランにおいては、大量買付者が出現した場合、当社取締役会および
独立委員会が、当社の費用で、独立した第三者の助言を得ることが出来る
こととされています。これにより、当社取締役会および独立委員会による
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判断の公正性および客観性がより強く担保される仕組みが確保されていま
す。

⑺デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと
　本プランは当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会に
より、いつでも廃止することが出来ることとしており、取締役会の構成員
の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない、いわゆるデッド・ハ
ンド型買収防衛策ではありません。また、当社は取締役任期を１年として
おり、期差任期制度を採用していないため、その発動を阻止するのに時間
がかかる、いわゆるスロー・ハンド型買収防衛策でもありません。

３．株主の皆様等に与える影響
⑴本プランの継続にあたって株主および投資家の皆様に与える影響等

　本プランが継続される時点においては、対抗措置自体は行われませんの
で、株主および投資家の皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な
影響が生じることはありません。

⑵本新株予約権無償割当の実施により株主および投資家の皆様に与える影響
　本新株予約権は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当の決議におい
て別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式１株
につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で無償で割り
当てられますので、その行使を前提とする限り、株主の皆様が保有する株
式全体の価値に関しては希釈化は生じません。もっとも、株主の皆様が、
本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない場合には、他
の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式の
価値が希釈化することになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定
により、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様か
ら本新株予約権を取得し、それと引き換えに当社普通株式を交付すること
があります。当社がかかる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項
に従い行使が禁じられていない株主の皆様は、本新株予約権の行使および
行使価格相当の金銭の払い込みをせずに当社株式を受領することとなり、
その保有する株式１株あたりの価値の希釈化は生じますが、保有する株式
全体の価値の希釈化は生じません。
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　なお、本新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後において、
当社が、本新株予約権の無償割当を中止し、または、無償割当された本新
株予約権を無償取得する場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生
じませんので、１株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にし
て売買を行った株主および投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害
を被る可能性があります。

⑶本新株予約権の無償割当の実施後における本新株予約権の行使または取得
に際して株主および投資家の皆様に与える影響
　本新株予約権の行使または取得に関しては、差別的条項が付されること
が予定されているため、当該行使または取得に際して、大量買付者および
その関係者の法的権利または経済的利益に希釈化が生じることが想定され
ますが、この場合であっても、大量買付者およびその関係者以外の株主お
よび投資家の皆様の有する当社株式に係わる法的権利および経済的利益に
対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。もっとも、
新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株
予約権の行使または本新株予約権の当社による取得の結果、株主の皆様に
当社株式が交付される場合には、株主の皆様の口座に当社株式の記録が行
われるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち本新株予
約権に帰属する部分については、譲渡による投下資本の回収はその限りで
制約を受ける可能性がある点にご留意下さい。

⑷本新株予約権無償割当に伴って株主の皆様に必要となる手続
①本新株予約権の行使の手続

　当社は、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に
対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約
権の内容および数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行う
ための口座等の必要情報、ならびに株主ご自身が本新株予約権の行使条
件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文
言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の
行使に必要な書類を送付いたします。
　本新株予約権の無償割当後、株主の皆様が行使期間中に、これらの必
要書類を提出した上、原則として、本新株予約権１個当たり金１円を払
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込取扱場所に払い込むことにより、１個の本新株予約権につき１株の当
社普通株式が交付されることになります。なお、社債、株式等の振替に
関する法律の規定により、本新株予約権の行使の結果として交付される
普通株式については、特別口座に記録することが出来ませんので、株主
の皆様が本新株予約権を行使する際には、証券口座等を開設していただ
く必要がある点にご注意下さい。

②当社による本新株予約権の取得の手続
　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、
法定の手続に従い、新株予約権者の皆様に対する公告を実施したうえで、
本新株予約権を取得します。また、本新株予約権取得と引き換えに当社
普通株式を株主の皆様に交付することとした場合には、速やかにこれを
交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自
身が本新株予約権の要項に従い行使が禁じられている大量買付者および
その関係者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓
約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがありま
す。
　上記のほか、割当方法、行使の方法および当社による本新株予約権の
取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当の実施が決
定された後、株主の皆様に対して公表または通知いたしますので、当該
内容をご確認下さい。

以上
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（別紙１）本プランの概要図

記載内容が十分

取締役会による決議
（独立委員会の勧告を最大限尊重）

取締役会評価期間
（ⅰ）対価を現金（円貨）のみとする公開買付による全株券等の買付は60日以内
（ⅱ）その他の大量買付等の場合には90日以内

大量買付者の出現

≪手続が遵守されない場合≫

当社の株券等に対する大量買付行為について、
当社が公表した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請

≪手続が遵守された場合≫

大量買付者による買付提案書の提出

記載内容が不十分

当社取締役会による追加情報
提供の要求【10日以内】

・当社取締役会による必要情報受領の確認
・大量買付者および独立委員会に検討開始を通知

独立委員会が発動を勧告

本プランに定める手続を
遵守しない大量買付行為
であると認められる場合

独立委員会の検討手続
・外部専門家等からの助言の
　取得
・取締役会に対して対抗措置
　の発動の是非について勧告

当社取締役会の検討手続
（当社の企業価値ひいては株主
　共同の利益を著しく害するか）
・情報収集、代替案の検討
・大量買付者との協議・交渉
・外部専門家からの助言の取得

対抗措置発動せず
（株主の皆様によるご判断）

企業価値ひいては株主共同
の利益を著しく害する場合
でない

企業価値ひいては株主共同
の利益を著しく害する場合

取締役会による決議
（独立委員会の勧告を最大限尊重）

大量買付者による
手続不遵守を確認

対抗措置発動
（新株予約権の無償割当等）

勧告

諮問

（注）本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本
文をご参照下さい。

－ 67 －

買収防衛策2



2014/05/28 14:22:14 / 13981175_前澤給装工業株式会社_招集通知（Ｆ）

（別紙２）前澤給装工業株式会社　新株予約権の要項

Ⅰ．新株予約権無償割当に関する事項の決定
１．新株予約権の内容および数

　下記Ⅱに記載の事項を含む内容の新株予約権（以下個別にまたは総称して
「新株予約権」という。）の無償割当決議（以下「新株予約権無償割当決議」
という。）において当社取締役会が定める一定の日（以下「割当期日」とい
う。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社
の有する当社株式の数を控除する。）と同数以上で当社取締役会が定める数
の新株予約権を割り当てる。

２．割当対象株主
　割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保
有株式（ただし、同時点において当社の保有する当社株式を除く。）１株に
つき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で、新株予約権を
割り当てる。

３．新株予約権の無償割当の効力発生日
　新株予約権無償割当決議において当社取締役会が定める。

Ⅱ．新株予約権の内容
１．新株予約権の目的である株式の種類および数

　新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権の
目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、１株とする。

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
⑴新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使

価額（下記⑵に定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。
⑵新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額

（以下「行使価額」という。）は、金１円とする。
３．新株予約権の行使期間

　新株予約権無償割当決議において当社取締役会が定める日を初日とし、新
株予約権無償割当決議において当社取締役会が定める期間とする。ただし、
下記７－⑵の規定に基づき当社による新株予約権の取得がなされる場合、当
該取得を通知または公告した日から当該取得日までの期間、新株予約権を行
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使することは出来ない。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれ
る金銭の払込取扱場所の休業日にあたる時は、その前営業日を最終日とする。

４．新株予約権の行使の条件
⑴①特定大量保有者、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者、

④特定大量買付者の特別関係者、もしくは⑤上記①ないし④に該当する者
から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継
した者、または、⑥上記①ないし⑤に該当する者の関連者は、新株予約権
を行使することができない。
　なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。

ａ.「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法
第27条の23第１項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）の
保有者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれるものを含
む。）で、当該株券等に係る株券等保有割合（同法第27条の23第４項に
定義される。）が20％以上である者（当社取締役会がこれに該当すると
認めた者を含む。）。

ｂ.「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共
同保有者を指し、同条第６項に基づき共同保有者とみなされるものを含
む（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。）。

ｃ.「特定大量買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６
項に定義される。）によって、当社が発行者である株券等（同法第27条
の２第１項に定義される。以下本c.において同じ。）の買付け等（同法
第27条の２第１項に定義される。以下同じ。）を行う旨の公告を行った
者で、当該買付等の後におけるその者の所有（これに準じるものとして
金融商品取引法施行令第７条第３項に定める場合を含む。）に係る株券
等の株券等所有割合（同法第27条の２第８項に定義される。以下同
じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割合とを合計して20％以上と
なる者をいう。

ｄ.「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に定義される（当
社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）。ただし、同項第１
号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの
開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。
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ｅ.ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され
もしくはその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、
またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をい
う。「支配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支配
している場合」（会社法施行規則第３条に定義される。）をいう。

⑵上記⑴にかかわらず、下記の①ないし④の各号に該当する者は、特定大量
保有者または特定大量買付者に該当しないものとする。
①当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する

規則第８条第３項に定義される。）または当社の関連会社（財務諸表等
の用語、様式および作成方法に関する規則第８条第５項に定義され
る。）

②当社を支配する意図がなく上記⑴－a.の特定大量保有者に該当すること
になったものである旨当社取締役会が認めた者であって、かつ上記⑴－
a.の特定大量保有者に該当することになった後10日間（ただし、当社取
締役会はかかる期間を延長することができる。）以内にその保有する当
社の株券等を処分等することにより上記⑴－a.の特定大量保有者に該当
しなくなった者

③当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によること
なく、上記⑴－a.の特定大量保有者に該当することになった者である旨
当社取締役会が認めた者（ただし、その後、自己の意思により当社の株
券等を新たに取得した場合を除く。）

④その者が当社の株券等を取得し保有することが当社の企業価値ひいては
株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者（上記⑴－a.ない
しd.に該当すると当社取締役会が認めた者についても、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めることができ、
また、一定の条件の下に当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反し
ないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合
に限る。）

⑶新株予約権は、当社に対し、自らが上記⑴記載のa.ないしd.のいずれにも
該当せず、かつ、上記⑴－a.ないしd.に該当するもののために行使しよう
としている者ではないこと、および新株予約権の行使条件を充足している
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こと等の表明保証条項、補償条項その他当社が定める事項に関する誓約文
言ならびに行使に係る新株予約権の内容および数、新株予約権を行使する
日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を除く。）等の必要
事項を記載した書面ならびに法令等により必要とされる書面を提出した場
合に限り、新株予約権を行使することが出来るものとする。

⑷新株予約権を有する者が本４項の規定により、新株予約権を行使すること
ができない場合であっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、
損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。

５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金およ
び資本準備金

　新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金
は、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額とし、資本準備
金は増加しないものとする。

６．新株予約権の譲渡制限
　新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。

７．当社による新株予約権の取得
⑴当社は、上記３項に規定する新株予約権の行使期間開始日前日までの間い

つでも、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が
認める場合には、当社取締役会の定める日の到来日をもって、全ての新株
予約権を無償で取得することができる。

⑵当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上記４－⑴の規定に
より新株予約権を行使することができない者以外の者が有する新株予約権
のうち、当該取締役会の定める前日までに未行使のもの全てを取得し、こ
れと引換えに新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付すること
ができる。

８．合併、会社分割、株式交換および株式移転の場合の新株予約権の交付およ
びその条件

　新株予約権無償割当決議において当社取締役会が決定する。
９．新株予約権証券の発行

　新株予約権については新株予約権証券を発行しない。
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10．法令の改正等による修正
　上記で引用する法令の規定は、平成26年５月12日現在施行されている規定
を前提としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上
記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合に
は、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各
項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えること
ができるものとする。

以上
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（別紙３）
独立委員会　委員の氏名および略歴

幣原　廣（しではら　ひろし）
【略歴】

昭和24年５月生まれ
昭和57年４月 弁護士登録
平成３年10月 銀座東法律事務所開設（現任）
平成11年４月 第二東京弁護士会　副会長
平成14年４月 日本弁護士連合会　事務次長
平成19年６月 当社社外監査役（現任）

西島　康二（にしじま　こうじ）
【略歴】

昭和24年５月生まれ
昭和48年４月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
平成15年10月 株式会社りそな銀行　取締役兼代表執行役副社長

営業推進本部長
平成18年６月 ダイア建設株式会社　代表取締役社長
平成20年４月 ダイア建設株式会社　取締役会長
平成24年６月 ユナイテッドコミュニティーズ株式会社　代表取

締役会長
平成25年６月 ソーダニッカ株式会社　監査役（現任）

菅納　敏恭（かんの　としやす）
【略歴】

昭和25年３月生まれ
昭和56年９月 税理士登録
昭和61年２月 菅納会計事務所　代表（現任）
平成11年６月 東京税理士会　常務理事
平成19年７月 国税不服審判所　審判官
平成25年６月 東京税理士会　副会長（現任）
平成25年７月 日本税理士会連合会　常務理事（現任）

　尚、上記３氏と当社との間に取引関係および特別の利害関係はありません。
　また、幣原　廣　氏は、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の
２に定める独立役員であります。

以上
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（別紙４）

独立委員会規則の概要

第１条　当社は、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策、以下、
「本プラン」という。）の導入に伴い、独立委員会を設置する。独立委員
会は、取締役会の諮問により、本プランに基づく対抗措置の実施または不
実施に関する勧告を行い、取締役会の判断の公正性および中立性の確保に
資することを目的とする。

第２条　独立委員会の委員は３名以上とし、当社の社外監査役および以下の条件
を満たした者（以下「社外有識者」という。）の中から選任する。ただし、
社外監査役および社外有識者が、常時少なくとも１名ずつ就任していなけ
ればならない。選任された委員は、就任にあたり原則として当社に対する
善管注意義務条項等を含む契約書を当社の間で締結する。
①　現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、

併せて「当社等」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下本条に
おいて同じ。）または監査役（社外監査役は除く。以下本条において同
じ。）等となったことがない者

②　現在または過去における当社等の取締役または監査役の一定範囲の親
族でない者

③　当社等との取引先でなく、当社等との間に特別の利害関係のない者
④　企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会

社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等
を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者）

２．委員の選任および解任は、取締役会の決議により行う。ただし、委員の
解任を決議する場合、出席取締役の３分の２以上の賛成によるものとする。

第３条　独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について審議の
上決定し、その決議の内容を理由を付して取締役会に勧告する。取締役会
は、会社法上の機関として決議を行うにあたり、独立委員会の勧告を最大
限尊重しなければならない。各委員および当社各取締役は、かかる決議に
あたっては、専ら当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否か
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の観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣の個人的利益
を図ることを目的としてはならない。
①　大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か
②　買付提案の内容が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害

するか否かの決定、ならびに対抗措置の実施または不実施
③　対抗措置の中止
④　①ないし③のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた

事項
⑤　本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項
⑥　取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項

第４条　独立委員会の決議は、原則として委員の３分の２以上が出席し、出席委
員の過半数をもって行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、委員
の過半数が出席し、出席委員の過半数をもってこれを行うことができる。

第５条　独立委員会は、当社の費用で、独立した地位にある第三者（投資銀行、
証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、その他
の専門家を含む。）の助言を得ることができる。

第６条　各委員の任期は、本プランの有効期間に準ずるものとする。ただし、当
社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。

第７条　取締役会は、その決議により、独立委員会を招集することができる。
第８条　取締役会は、独立委員会が審議を行うにあたって必要であると認める場

合には、取締役１名を独立委員会に出席させ、必要な事項に関する説明を
行う機会を与えるよう独立委員会に求めることができる。

第９条　独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由およびその根拠
を説明しなければならない。

以上
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（別紙５）
大株主の状況等
１．大株主の状況

平成26年３月31日現在

氏 名 ま た は 名 称
当社への出資状況

持株数（千株） 持株比率（％）

前澤工業株式会社 624 5.18

前澤化成工業株式会社 624 5.18

前澤給装工業従業員持株会 563 4.67

株式会社りそな銀行 500 4.15

株式会社三井住友銀行 500 4.15

ザ　バンク　オブ　ニユーヨーク　ノントリーテイー
ジヤスデツク　アカウント 446 3.70

日本生命保険相互会社 366 3.04

第一生命保険株式会社 288 2.39

ＵＢＳ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ Ａ/Ｃ ＩＰＢ
ＳＥＧＲＥＧＡＴＥＤ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ 251 2.08

株式会社みずほ銀行 250 2.07

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 250 2.07

計 4,662 38.74
（注１）上記のほかに、当社は自己株式465,961株を保有しております。
（注２）持株比率は、発行済株式の総数（12,500,000株）から自己株式数を除いた株式数

（12,034,039株）を基準に算出しております。
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２．所有者別状況
株式の状況（１単元の株式数100株）

単 元 未 満
株式の状況
（株）政府および地

方 公 共 団 体 金融機関 金融商品
取引業者

その他の
法人

外 国 法 人 等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数
（人） － 24 19 75 70 1 8,391 8,580 －

所有株式数
（単元） － 29,958 518 27,519 17,090 1 49,890 124,976 2,400

所有株式数
の割合
（％）

－ 23.97 0.41 22.02 13.68 0.00 39.92 100.00 －

（注）自己株式465,961株は「個人その他」に4,659単元および「単元未満株式の状況」に61株
含めて記載しております。

以上
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買収防衛策2
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株主総会会場ご案内図
会　場　東京都渋谷区渋谷四丁目４番25号　TEL　03－3409－8181

アイビーホール青学会館 ３階　ナルド
交　通　（地下鉄）

●銀座線・半蔵門線・千代田線 － 表参道駅下車（Ｂ３またはＢ
１出口より徒歩約５分～６分）

（都営バス）
●渋谷駅前⇒新橋駅前行き（渋88系統）南青山五丁目下車

（徒歩約３分）
●新橋駅前⇒渋谷駅前行き（渋88系統）青山学院前下車

（徒歩約３分)
●渋谷駅前⇒新橋駅前行き（都01系統）青山学院中等部前下車

（徒歩約６分）
●新橋駅前⇒渋谷駅前行き（都01系統）青山学院中等部前下車

（徒歩約８分）
※（渋88系統）のバスは、時間帯によって運行本数が少ないことがございます

ので、ご注意ください。
（概略図）

アイビーホール
青学会館

青山学院（首都高速３号線） 六本木通り

地下鉄千代田線

至
原
宿

明
治
通
り

渋谷警察署

玄
関

地下鉄半
蔵門線、

銀座線

骨董通り

Ｂ３出口
（エスカレーターあり）

りそな銀行

ヒカリエ 青山
通り

渋谷
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宮益坂上交差点
こども
　の城

国連大学
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南青山
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（都01/渋谷へ）

（都01/新橋へ）青山学院中等部前
島根イン青山

Ｊ
Ｒ
渋
谷
駅

○駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

地図




